
Information

広報はつかいち平成 年 月号

健康保険の証の更新
問い合
わせ

手続きに
必要なもの手続きの方法更新

手続き証の色証の種類更新日健康保険
の種類

国
保
年
金
係緯運申請していない人で、

新規申請を希望する
場合は、【医療機関
での支払い軽減】を
確認してください。

更新日以降に認定証が必要な人は、市役所また
は支所で申請してください。申請用紙は市ホー
ムページにも掲載していますので、郵送での手
続きもできます。
また、 月 日までに交付を受けていて、平成
年度市民税非課税見込みの人には、更新のお
知らせを 月上旬までに送付する予定です。

要水色
（ 歳未満）

限度額適用
認定証（※）

月 日

廿日市市
国民健康保険

（社会保険などに
加入していない
歳以下の人）

要
だいだい色
（ 歳未満）限度額適用・

標準負担額
減額認定証 ピンク色

（ ～ 歳）
月末までに市役所から送付します（ ～ 歳
の人は更新がありません）。不要桜色特定疾病

療養受療証
月末までに市役所から送付します。前年中の
所得に応じて、 割（誕生日が昭和 年 月
日までの人は特例措置により 割）または 割
の一部負担金を病院で支払います。負担割合の
判定基準は同封の案内文を確認してください。

不要黄緑色高齢受給者証
（ ～ 歳）

月末までに市役所から送付します。不要クリーム色被保険者証月 日
医
療
係緯運月末に広島県後期高齢者医療広域連合から普

通郵便で届きます。不要だいだい色被保険者証

月 日後期高齢者
医療制度

申請していない人で、
新規申請を希望する
場合は、【医療機関
での支払い軽減】を
確認してください。

【認定要件】市民税が非課税世帯であること
これまで申請したことがあり、平成 年度市民
税が非課税世帯の人は、被保険者証と一緒に届
きます。課税世帯となった人は通知されません。

不要緑色
限度額適用・
標準負担額
減額認定証

有効期間がないため、そのまま使用できます。不要茶色特定疾病
療養受療証更新なし

　更新日以降は、新しく届いた保険証・受給者証などを使用してください。
　古い保険証や受給者証などは、自分で破棄するか、市役所１階保険課または各支所・各市民センターに返却してください。
※ ～ 歳で市民税課税世帯の人は高齢受給者証が限度額適用認定証の代わりになります

福祉医療の証の更新
問い合
わせ手続きに必要なもの手続きの方法更新

手続き証の色更新日

医
療
係緯運手続きが必要な人への通知に記載しています。陰郵送した申請書（必要事項を記入押印）隠身体障害者手帳または療育手帳韻保険証吋印鑑（ゴム製不可）右平成 年度課税台帳記載事項証明書（※）など

平成 年 月 日現在、市内に住民票
のなかった人が、本人を含め同じ世帯
にいる場合や申告していない場合、更
新手続きが必要となることがあります。
手続きが必要な人には、 月中旬に通
知しています。

原則
不要黄色

月 日

重度心身
障害者医療 陰郵送した申請書（必要事項を記入押印）隠児童扶養手当証書または遺族年金証書など韻すべての受給対象者の保険証吋印鑑（ゴム製不可）右平成 年度課税台帳記載事項証明書（※）など

現在受給している人には、更新申請に
関して 月上旬に通知しています。要緑色ひとり親

家庭等医療

※平成 年 月 日に市内に住民票があった場合、平成 年度課税台帳記載事項証明書は不要です

　

限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証

の

交
付
を
受
け
る
と

保
険

診
療
分
の
支
払
い
や

入

院
時
の
食
事
療
養
費

市

民
税
非
課
税
世
帯
対
象

が
軽
減
さ
れ
ま
す

原
則

申
請
し
た
月
の
初
日
か
ら

適
用
し
ま
す

　

入
院
な
ど
で
高
額
の
医

療
費
が
見
込
ま
れ
る
場
合

は

事
前
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い

※
同
月
内
に
世
帯
構
成
な

ど
が
変
わ

た
人
は

翌
月
か
ら
の
認
定
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す

交
付
の
対
象

国
民
健
康
保
険

・
国
民
健
康
保
険
税
の
滞

納
が
な
い
世
帯

・　

歳
未
満
の
加
入
者

・　

歳
　

歳
の
市
民
税

非
課
税
世
帯
の
加
入
者

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

・
市
民
税
非
課
税
世
帯
の

加
入
者

手
続
き
に
必
要
な
も
の　

被
保
険
者
証

本
人
の

確
認
が
で
き
る
も
の

印
鑑

ゴ
ム
製
不
可

※
国
民
健
康
保
険
加
入
者

が

転
入
な
ど
で
本
市

で
所
得
状
況
の
確
認
が

で
き
な
い
場
合
は

世

帯
主
と
世
帯
内
の
国
民

健
康
保
険
加
入
者
の
住

民
税
課
税
台
帳
記
載
事

項
証
明
書
の
提
出
が
必

要
で
す

※
認
定
証
を
医
療
機
関
に

提
示
し
な
い
と
適
用
さ

れ
ま
せ
ん

長
期
該
当

　

入
院
が
長
期
の
場
合

減
額
認
定
証
の
交
付
を
受

け
た
後

申
請
す
る
日
を

含
め
過
去

年
間
の
入
院

日
数
が　

日
以
上
の
人
は

申
請
に
よ
り
さ
ら
に
食
事

代
が
減
額
さ
れ
ま
す

手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

領
収
書
な
ど
入
院
日
数

を
確
認
で
き
る
も
の

限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証

印

鑑

ゴ
ム
製
不
可

※
保
険
診
療
と
し
て
療
養

病
床
に
入
院
し
て
い
る

場
合
も

食
事
・
居
住

費
が
軽
減
さ
れ
ま
す

申
請
窓
口　

市
役
所

階

保
険
課

各
支
所
福
祉

担
当

医
療
機
関
で
の
支
払
い
軽
減

問
い
合
わ
せ

保
険
課
国
保
年
金
係緯運

健康保険・福祉医療の更新緯運緯運保険課国保年金係
保険課医療係

問い合わせ

Information

広報はつかいち平成 年 月号

第 号被保険者（ 歳以上）平成 年度～平成 年度の介護保険料
介護保険料

保険料率保険料段階
年　額月　額

， 円， 円基準額× ．

生活保護受給者および世帯全
員が市民税非課税の老齢福祉
年金受給者新第 段階
世帯全員が市民税非課税かつ
本人年金収入など 万円以下

， 円， 円基準額× ．
世帯全員が市民税非課税かつ
本人年金収入など 万円超
万円以下

新第 段階

， 円， 円基準額× ．世帯全員が市民税非課税かつ
本人年金収入など 万円超新第 段階

， 円， 円基準額× ．
本人が市民税非課税かつ本人
年金収入など 万円以下（世
帯に課税者がいる）

新第 段階

， 円， 円基準額
本人が市民税非課税かつ本人
年金収入など 万円超（世帯
に課税者がいる）

新第 段階
（基準額）

， 円， 円基準額× ．本人が市民税課税かつ合計所
得金額 万円未満新第 段階

， 円， 円基準額× ．本人が市民税課税かつ合計所得
金額 万円以上 万円未満新第 段階

， 円， 円基準額× ．本人が市民税課税かつ合計所得
金額 万円以上 万円未満新第 段階

， 円， 円基準額× ．本人が市民税課税かつ合計所得
金額 万円以上 万円未満新第 段階

， 円， 円基準額× ．本人が市民税課税かつ合計所
得金額 万円以上新第 段階

　
　

歳
以
上
の
第

号
被
保
険
者
の
介

護
保
険
料
は

介
護
サ

ビ
ス
に
関
す

る
費
用
な
ど
か
ら
算
出
さ
れ
た
基
準
額

を
基
に

左
の
表
の
と
お
り

年
ご
と

の
事
業
計
画
で
決
定
し
て
い
ま
す

　

介
護
保
険
料
の
額
は

一
人
一
人
の

収
入
を
考
慮
し
て
所
得
段
階
別
に
決
定

し
て
い
ま
す

介
護
保
険
料
の
納
付
方
法

●
第

号
被
保
険
者　
　

歳
以
上
の
第

号
被
保
険
者
は

年
金
か
ら
差
し

引
か
れ
る

特
別
徴
収

と

口
座

振
替
ま
た
は
納
付
書
で
納
め
る

普

通
徴
収

が
あ
り
ま
す

特
別
徴
収
の
対
象
者　

老
齢
年
金
・
退

職
年
金
・
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
を

年
額　

万
円
以
上
受
給
し
て
い
る
人

※
特
別
徴
収
の
対
象
者
で
も

年
度
の

途
中
で　

歳
に
な

た
人
や
転
入

転
出
し
た
人
な
ど
は
当
分
の
間
普
通

徴
収
に
な
り
ま
す

●
第

号
被
保
険
者　
　

歳
か
ら　

歳

ま
で
の
第

号
被
保
険
者
は

加
入

し
て
い
る
医
療
保
険
の
保
険
料
と
併

せ
て
納
付
し
て
く
だ
さ
い

※
保
険
料
を
滞
納
す
る
と

介
護
サ

ビ
ス
の
利
用
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す

※
平
成　

年
度
分
の
介
護
保
険
料
額
は

月
中
旬
ご
ろ
通
知
し
ま
す

高
額
介
護
サ

ビ
ス
費
支
給
申
請

　

高
額
介
護
サ

ビ
ス
費
支
給
は

カ
月
に
支
払

た
利
用
者
負
担
の
合
計

が
上
限
額
を
超
え
た
と
き
に

超
え
た

分
が
払
い
戻
さ
れ
る
制
度
で
す

所
得

に
応
じ
て
上
限
額
が
異
な
り
ま
す

●
基
準
収
入
額
適
用
申
請

　

次
の
対
象
者
は

上
限
額
が
引
き
下

げ
ら
れ
ま
す

※
負
担
上
限
額
引
き
下
げ
の
適
用
を
受

け
る
た
め
に
は

申
請
が
必
要
で
す

対
象
者　

同
一
世
帯
内
に　

歳
以
上

第

号
被
保
険
者

で
課
税
所
得

が

万
円
以
上
の
人
が
い
る
場

合
で

次
の
条
件

ま
た
は

を
満

た
す
人

条
件
　陰韻
を
す
べ
て
満
た
す
人

陰　
歳
以
上
の
被
保
険
者
が

世
帯
に

人

隠
要
介
護

要
支
援

認
定
を
受
け
て

い
る

韻　
歳
以
上
の
被
保
険
者
の
収
入
金
額

が

万
円
未
満

条
件
　吋宇
を
す
べ
て
満
た
す
人

吋　
歳
以
上
の
被
保
険
者
が

世
帯
に

人
以
上

右吋
の
い
ず
れ
か
の
人
が
要
介
護

要

支
援

認
定
を
受
け
て
い
る

宇　
歳
以
上
の
被
保
険
者
の
収
入
金
額

の
合
計
が

万
円
未
満

引
き
下
げ
額　

万

円
か
ら

万

円
に
引
き
下
げ

※
対
象
の
人
に
は

月
中
に
申
請
の

案
内
を
送
付
し
ま
す

介
護
サ

ビ
ス
負
担
割
合

　

一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
人
は

サ

ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き
の
負
担
割

合
が

割
に
な
り
ま
す

　

要
支
援

要
介
護
の
認
定
を
受
け
て

い
る
人
全
員
に

利
用
者
負
担
の
割
合

割
ま
た
は

割

が
記
載
さ
れ
た

介
護
保
険
負
担
割
合
証

を

月
中
に

送
付
し
ま
す

介
護
保
険
負
担
の
軽
減

　

介
護
保
険
施
設

シ

ト
ス
テ
イ

を
含
む

に
入
所
し
た
と
き
に
は

介

護
サ

ビ
ス
費
と
は
別
に
居
住
費
・
食

費
が
必
要
で
す

　

一
定
の
条
件
を
満
た
す
人
に
は

こ

の
居
住
費
・
食
費
が
軽
減
さ
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す

※
負
担
軽
減
の
割
合
は
所
得
に
応
じ
て

異
な
り
ま
す

対
象
者　

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
で

預
貯
金
な
ど
が
単
身
で

万

円
以
下

夫
婦
で

万
円
以

下
の
人

※
負
担
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
は

申
請
が
必
要
で
す

※
現
在

負
担
の
軽
減
を
受
け
て
い
る

人
も

毎
年
更
新
の
手
続
き
が
必
要

で
す

更
新
に
関
す
る
通
知
を
送
付

し
て
い
ま
す
の
で

早
め
に
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い

※
平
成　

年

月
か
ら
は

非
課
税
年

金

遺
族
年
金
と
障
害
年
金

収
入

も
含
め
て
判
定
し
ま
す

介護保険・高額介護サービス費緯運高齢介護課問い合わせ


